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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年11月14日に提出いたしました第127期中（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）半期報告書の記載事項

の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２ 【訂正事項】

第一部 企業情報

第４ 経理の状況

１【中間連結財務諸表】

【注記事項】

(重要な後発事象)

(連結子会社持分の譲渡)

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第４ 【経理の状況】

１ 【中間連結財務諸表】

【注記事項】

(重要な後発事象)

(連結子会社持分の譲渡)

（訂正前）

(2) 実施した会計処理の概要

① 移転損益の金額

本譲渡により発生する移転損益の概算額は15億円程度を見込んでおりますが、中国国内における譲渡益課税の確定

前であるため、最終的な金額は今後変動する可能性があります。

（訂正後）

(2) 実施した会計処理の概要

① 移転損益の金額

本譲渡により発生する移転損益の概算額は68億円(うち為替換算調整勘定の取崩額53億円)程度を見込んでおります

が、中国国内における譲渡益課税の確定前であるため、最終的な金額は今後変動する可能性があります。


